
（様式４）継続事業中間評価調書     (平成 年 年 年 月

年

）

そ の 他

歯科衛生士養成
事業

左　　の　　説　　明

歯科技工士養成
事業

秋田県歯科医療専門学校が行う歯科技工士の養成事業に対し
て助成する。

3,900 0

１３年度 １５年度

03,9003,9003,900

財
源
内
訳

3,000

歯科衛生士科：定員５０名　受験者数６３名　入学者５７名
歯科技工士科：定員１５名　受験者数２０名　入学者１６名（ともに平成１３年度）

 ②ニーズ把握の方法

事業内容 １２年度

900

 ③ニーズの具体的内容

県 債

国庫補助金

年度～

　予算額（千円） 3,900

１７年度

（社）秋田県歯科医師会

3,900

１４年度 全体（最終）計画１６年度

受験者数、入学者数（具体的に

事業年度 8

 ①指摘事項

900

3,000 3,000 3,000

政策コード

 ②事業の対象者・団体

4 ①ニーズを把握した対象 14

２．住民ニーズの状況（事業継続中に把握したもの）

　（時期： 月）

　歯科保健医療技術の進歩、歯科保健分野の充実、高齢化社会に対応できる歯科医療技術
の質の向上と量的充足が望まれている。

A 部 局 名

事 業 名
9

課 室 名
A490301 政 策 名

歯科医療従事者養成事業費補助金 施策目標名目標コード

事業コード

14 8ページ）　評価確定日（平成 日）30

施 策 名4

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）
　県内における歯科衛生士及び歯科技工士の確保及びその質的向上を図る。

(tel)医務班医務薬事課

年度 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容

施策コード

 ①事業の実施主体

　歯科衛生士及び歯科技工士の確保及びその質的向上を図るため、秋田県歯科医師会が設
置する秋田県歯科医療専門学校に助成する。

担当課長名

６．事業の全体計画及び財源

担当者名小野　公生

事業実施主体である（社）秋田県歯科医師会と今後協議する。 ②指摘事項へ
の対応

学校経営の効率化による自立の促進、入学者の修学資金の在り方など視野に入れて検討
すべきである。

14 年度実施事業）（事前評価平成

1411班名

みんなが安心して活躍できる健康長寿社会の実現

ページ／前年度中間評価平成 13

健康福祉部

900 900 900

261

3,900

900

3,900

3,900 3,900

3,900

3,000

いつでもどこでも受けられる医療体制づくり

１－１．事業実施の背景（施策目標の達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

１－２．外部環境の変化及び事業推進上の問題点

秋田県歯科医療専門学校が行う歯科衛生士の養成事業に対し
て助成する。 3,000

その他施策関連事業 高橋　喜代孝

一 般 財 源

　　（施策目標の達成に果たす役割）

４．目的達成のための方法

 ③達成のための手段
（社）秋田県歯科医師会が設置運営する秋田県歯科医療専門学校が行う歯科衛生士及び歯科技工士の
養成事業に助成する。（算定式）　学生定員×30,000円／人（定額）

秋田県歯科医療専門学校

５．前回評価結果等

3,900

アンケート調査 ヒアリング インターネット
その他の手法

各種委員会及び審議会

受益者 一般県民

直接貢献 間接的に貢献

実施又は継続 改善 再検討又は縮小・休廃止



月 事業の経済性の妥当性（費用便益比）Ｂ／Ｃ＝（ ）

月

評価結果
 　　　　所管課の１次評価

130

月

目標a

88

全　国
　②データ等の出典

）

指標式

　指標名 学生数

有
効
性
の
観
点

【cの場合の理由】　①年度別の目標値（見込まれる効果）

最終年度

７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み

学生数（人）

88.0% 100.0% 100.0%100.0%

東　北

ｂ／ａ

実績b

指　標

130 130

 　　　所管課の１次評価

　⑤指標を設定することが出来ない理由

評価結果

　④把握する時期 月

　　２次評価及び施策評価結果の当該事業への反映状況

歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所報告

　③把握する時期 月

　指標を設定することができない場合の効果の把握方法

4

　③データ等の出典

　②把握した効果

　①具体的な把握方法

（

【理由】 本来は養成所自らが対応すべきであるが、歯科衛生士、歯科技工士
の質的向上を図り、県民への歯科医療の向上を図るため、県の関与は

現状の課題に照らした妥当性

住民ニーズに照らした妥当性

県関与の妥当性（市町村、国との役割分担）

）

必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

月

（

【理由】

【理由】

歯科保健医療技術の進歩、高齢化社会の進展により、歯科衛生士、
歯科技工士の確保及び質的向上が急務となっている。

歯科衛生士、歯科技工士の確保、質的向上が急務であり、いずれの
科についても定員以上の受験者がいる。

130130

15年度 16年度 17年度

130

0.0% 0.0%

130

130

指標の種類

11年度 12年度

事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか）

13年度 14年度

0.0%

100 130

1.00/

事業の経済性の妥当性（費用対効果の対前年度比）

平成１３年度の効果

平成１３年度の予算額
#DIV/0!

効
率
性
の
観
点 【ｂの場合の理由】

【cの場合の理由】

平成１２年度の効果

平成１２年度の予算額 ＝

事業の妥当性

対応方針

県民の健康意識の高まりや介護保険制度における介護サービスのニーズの多
様化などから、今後更に歯科医療・保健への需要の増加が予想されるため、
サービス提供を担う歯科衛生士の確保及びその資質の向上に対し支援する。

総合政策課の２次評価
（２次評価対象外）

政策評価委員会意見

事業内容の変更

事業量の変更

対象者の満足度を把握する

その他の把握方法

統一性 補完性 広域性 大規模 調整等

その他

当該年度中 翌年度 翌々年度

当該年度中 翌年度 翌々年度

ａ ｃ

ａ ｃ

ａ ｃ

Ａ　（妥当性が高い） Ｂ　（概ね妥当である） Ｃ　（妥当性が低い）

対象者の行動量を把握する

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

成果指標 業績指標 その他

ｂ

ｂ

ｂ

ａ 1.1～ ｂ 0.9～1.1 ｃ ～0.9

ａ ｂ

ａ　達成率100%以上 ｂ　達成率80%以上100%未満 ｃ　達成率80%未満

現状維持 見直し 休廃止

現状維持 拡大 縮小

Ａ　現状維持で継続

Ｂ　見直して継続

Ｃ　休廃止

Ａ　現状維持で継続

Ｂ　見直して継続

Ｃ　休廃止

Ａ　現状維持で継続

Ｂ　見直して継続

Ｃ　休廃止


